
東京港港湾隣接地域の解除（案）

１ 解除する地域

港湾法（昭和25年法律第218号）第３７条第１項に規定する港湾隣接地域を解除する。

私有水面の埋立に伴い、港湾区域に隣接しなく

なった地域について、指定を解除する。

■株式会社IHI

私有水面 埋立面積 約２．３ｈａ

2 解除の理由

凡
例

指定解除区域

既指定区域

埋立区域

■江東区新砂二丁目６２５番１の一部ほか

右図緑色で標示の部分

旧水際線から奥行き１５ｍ×延長約２００ｍ

※詳細は資料３－３参照 15ｍ
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